
事 務 連 絡 

令和３年５月 13 日 

 

各都道府県消防防災主管部（局） 御中 

消防庁消防・救急課 

消 防 庁 救 急 企 画 室 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 

消防庁国民保護・防災部広域応援室 

 

新型コロナワクチンの接種について（情報提供） 

 

平素より、消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 今般、５月 10 日の週をもって、医療従事者等分の新型コロナワクチン（以下

「ワクチン」という。）が各自治体に配送される見通しです。「医療従事者等への

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における接種対象者について（周知）」

（令和３年１月 15 日付け消防庁消防・救急課、消防庁救急企画室、消防庁国民

保護・防災部地域防災室、消防庁国民保護・防災部広域応援室事務連絡）にて周

知の通り、新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含む。）の搬送に携わる

救急隊員等は、ワクチンの優先接種の対象者であることから、希望する者につい

ては、順次接種の御対応をいただいているところですが、医療従事者等分のワク

チンの配送が完了することで、より一層の接種の加速が想定されます。 

 つきましては、貴部（局）においては、引き続き、貴都道府県の衛生主管部（局）

等の関係者との間で適切な調整・連携を図り、救急隊員等の接種を円滑に進めて

いただきますようお願いします。 

 その際には、昨日５月 12 日に総務省より発出された「医療従事者等に該当す

る地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方について」（令和

３年５月 12 日付け総務省自治行政局公務員部公務員課事務連絡（別添１））及

び医療従事者等の範囲についての厚生労働省見解（別添２）に十分御留意いただ

くとともに、ワクチン接種にあたっての注意事項等についてまとめた厚生労働

省リーフレット（別添３）など「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関

する政府の情報発信について（情報提供）（その２）」（令和３年３月 19 日付け消

防庁消防・救急課、消防庁救急企画室、消防庁国民保護・防災部地域防災室、消

防庁国民保護・防災部広域応援室事務連絡）に記載の情報についても適宜御活用

ください。 

 また、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）

に対して、この旨周知されますようお願いします。 

 

 



（別添資料） 

○ 別添１「医療従事者等に該当する地方公務員についての新型コロナワクチ

ン接種に係る考え方について」（令和３年５月 12 日付け総務省自治行政局

公務員部公務員課事務連絡） 

○ 別添２ 厚生労働省ＨＰ資料「医療従事者等の範囲について」抜粋 

○ 別添３「新型コロナワクチン接種のお知らせ」（厚生労働省リーフレット） 

＞ https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000742181.pdf 

 

以上 

 

 

 【問合せ先】 
消防・救急課 ⾼荒 永峯 前⽥  ＴＥＬ：03-5253-7522 
救急企画室  ⼩塩 岡澤 ⽯⽥  ＴＥＬ：03-5253-7529 
地域防災室  葛城 鈴⽊ ⻘野  ＴＥＬ：03-5253-7561 
広域応援室  林  ⻑尾 淺野  ＴＥＬ：03-5253-7527 



事 務 連 絡  

令 和 ３ 年 ５ 月 1 2 日  

 

 各 都 道 府 県 総 務 部 

 （ 人 事 担 当 課 、 市 町 村 担 当 課 、 区 政 課 扱 い ） 

 各 指 定 都 市 総 務 局   御中 

 （人事担当課扱い） 

 各 人 事 委 員 会 事 務 局 

 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課  

 

医療従事者等に該当する地方公務員についての新型コロナワクチン接種に 

係る考え方について 

 

 医療従事者等（新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症疑い患者を含

む。以下同じ。）に直接医療を提供する施設の医療従事者等（新型コロナウイルス感染症患者

の搬送に携わる救急隊員等及び患者と接する業務を行う保健所職員等を含む。）以下同じ。）

に該当する地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方について、下記のと

おりＱ＆Ａを周知しますので、各地方公共団体におかれましては適切に対応いただきますよ

うお願いいたします。 

 

記 

 

Ｑ：医療従事者等に該当する地方公務員が新型コロナワクチンを接種する場合に、年次有給

休暇の取得や職務専念義務の免除等の手続が必要となるか。 

 

Ａ：新型コロナワクチンの接種順位の上位に位置づけられている医療従事者等については、

その業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、当該医療従

事者等の発症及びリスクの軽減は、医療提供体制等の確保のために必要とされています。 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、医療従事者等の自由意志に基づくもので

あり、接種について職務命令を発することはできませんが、当該医療従事者等がワクチン

接種を希望する場合においては、その業務遂行のために必要な行為として、職務に関する

ものであると整理して差し支えありません。このため、特段、年次有給休暇の取得や職務

専念義務の免除等の手続が必要となるものではありません。 

なお、高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等（介護保険施設、居住系介護サービス、

高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等）において、利用者に直接接する職員に該

当する地方公務員についても同様の取扱いとしてください。 

 

 

 

 

連絡先 

公務員課公務員第四係 

電話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 

 

別添１



別添２ 

 

厚生労働省ＨＰ資料「医療従事者等の範囲について」より、消防関連部分を抜

粋。（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000740885.pdf） 

 

（１）医療従事者等に早期に接種する理由として、以下の点が重要であること

を踏まえ、具体的な範囲を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療従事者等の範囲は以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務の特性として、 新型コロナウイルス感染症患者や多くの疑い患者
（注）と頻繁に接する業務を行うことから、新型コロナウイルスへの曝露

の機会が極めて多いこと 

・従事する者の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保の

ために必要であること 

 

※なお、ワクチンの基本的な性能として発症予防・重症化予防が想定さ

れ、感染予防の効果を期待するものではないことから、患者への感染

予防を目的として医療従事者等に接種するものではないことに留意

（医療従事者等は、個人のリスク軽減に加え、医療提供体制の確保の

観点から接種が望まれるものの、最終的には接種は個人の判断であ

り、業務従事への条件とはならない） 

 

注 疑い患者には、新型コロナウイルス感染症患者であることを積極

的に疑う場合だけでなく、発熱・呼吸器症状などを有し新型コロナ

ウイルス感染症患者かどうか分からない患者を含む。 

○新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職

員、自衛隊職員 

 

※救急隊員等の具体的な範囲は、新型コロナウイルス感染症患者の搬

送に携わる、①救急隊員、②救急隊員と連携して出動する警防要員、

③都道府県航空消防隊員、④消防非常備町村の役場の職員、⑤消防団

員（主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団

員を想定）。 

（参考）「医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種

における接種対象者について」（令和３年１月 15 日付け消防

庁消防・救急課、消防庁救急企画室、消防庁国民保護・防災部

地域防災室、消防庁国民保護・防災部広域応援室事務連絡） 



別添３



別添３
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